
 

千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの管理に関する仮協定書（案） 

 

 

千葉市（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、甲の設置する公の

施設である千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの管理（以下「本事業」という。）に関し、

次のとおり合意し、この仮協定を締結する。 

 

 

（趣旨） 

第１条 この仮協定は、本事業に関する基本事項、指定期間における指定管理者（地方自治法

（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）としての業務及びこれらに付随関連する事項に関し、甲と乙との間で

締結する協定書（以下「本協定」という。）の締結に向けて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象施設及び指定期間） 

第２条 本事業の対象施設及び指定管理者の指定期間は、次のとおりとする。 

（１）施設名称 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター 

（２）施設位置 千葉市美浜区高洲３丁目１２番１号 

（３）指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

（確認事項） 

第３条 甲及び乙は、次に掲げる事項について確認する。 

（１）指定管理者（本事業に係る指定管理者をいう。以下同じ。）に関し、乙は、千葉市コミュ

ニティセンター設置管理条例（昭和 54年千葉市条例第 5号）第 15条第 3項の規定に従い、

甲に対して指定管理者の指定を受けるための申請を行ったこと。 

（２）甲は、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例（平成２２年千葉市条例

第７号）第３条第１項の規定に従い、指定管理予定候補者の選定について千葉市市民局指

定管理者選定評価委員会に諮問し、その答申を踏まえて、乙を指定管理予定候補者として

選定したこと。 

（３）甲が乙を指定管理者に指定するに当たっては、法第２４４条の２第６項の規定により、

あらかじめ、千葉市議会の議決を経なければならず、この仮協定の締結により、甲が乙を

指定管理者に指定し、又は指定する義務を負うものではないこと。 

 

（当事者の義務） 

第４条 甲は、乙を指定管理者に指定することを内容とする議案（以下「指定議案」という。）

を令和７年第４回千葉市議会定例会に提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、本協定の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、千葉市議会にお

いて指定議案が議決されることを条件として、具体的な業務内容その他合意が必要な事項に

ついて協議を行い、令和８年１月を目途に本協定を締結するものとする。 

３ 本協定の内容は、甲が指定管理者を募集する際に公表した「基本協定書（案）」及び乙が甲

に提出した提案書の内容を基本とするとともに、乙は、前項の協議において、甲の要望事項

を尊重するものとする。 

 

（準備行為） 

第５条 本協定の締結前であっても、乙は本事業に関して必要な準備行為を行うことができる

ものとし、甲は、乙に対して必要かつ可能な範囲で協力するものとする。 

２ 乙は、前項の準備行為を行うための個人情報の取扱いについては、別記「指定管理者個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（本協定の不調） 

第６条 千葉市議会における指定議案の否決その他事由のいかんを問わず本協定の締結に至ら

なかったときは、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、



 

相互に何らの債権債務関係を生じないものとする。 

 

（地位の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、甲の書面による承諾が事前に得られたときを除き、この仮協定の当事者として

の地位及びこの仮協定に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的

に供することができないものとする。 

 

（仮協定の効力） 

第８条 この仮協定の効力は、本協定の締結をもって、将来に向かってその効力を失うものと

する。 

 

（協議事項） 

第９条 この仮協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとす

る。 

 

 

この仮協定の締結の証として、本仮協定書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

 

令和 年  月  日 

 

甲 千葉市中央区千葉港１番１号 

 

  千葉市 

 

  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 

乙 千葉市○○区○○１丁目１番１号 

 

  ○○株式会社 

 

  代表取締役 ○○ ○○ 



 

指定管理者個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、公の施設の管理に関する事務を処理するための個人情

報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持）  

第２ 乙は、公の施設の管理に関する事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。指定期間終了後においても同様とする。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その

他の個人情報の適切な管理のために必要な千葉市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関

する指針及び千葉市情報セキュリティ対策基準に定める措置と同等以上の措置を講じなければならな

い。 

２ 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任

者を設置し、その者をして、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項（安全管理措置に係る事項を含む。）、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他

事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を、その必要に応じて行わなければならない。 

（従事者への周知及び監督）  

第４ 乙は、公の施設の管理に関する事務に従事する者（以下「従事者」という。）を明確にし、その

者の氏名及び所属を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受

担当者などの役割を明らかにして、甲の求めに応じてその内容を甲に通知しなければならない。 

２ 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても公の施設の管理に関する事務に関して知り得た

個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護

に関して必要な事項を了知させるとともに、甲の求めがあった場合にその了知させたことが分かる書

面等を提出しなければならない。 

３ 乙は、前項の了知の際、従事者に対し、公の施設の管理に関する事務に従事している者又は従事し

ていた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して法で規定する罰則が適用される可能性があるこ

とを周知しなければならない。 

４ 乙は、従事者に対し、公の施設の管理に関する事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管

理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。指定期間終了後において同様とす

る。 

（取得の制限）  

第５ 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務を処

理するために必要な範囲内に限ることとし、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなら

ない。 

 

別 記 

 



 

（目的外の利用又は第三者への提供の禁止）  

第６ 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を、当該事務を処理する目的以外の目的に利

用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写等の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この施設の管理に関して取得し、又は甲から貸与さ

れた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（委託の禁止等）  

第８ 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者

に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を甲に対して報告の上、あらかじめ委託先にお

いて講じられる安全管理措置が甲と同等程度であると認められるものとして甲の書面による承諾を得

た場合は、この限りでない。 

（１）委託が必要な理由 

（２）委託先 

（３）委託の内容 

（４）委託先が取り扱う情報 

（５）乙の委託先に対する監督方法 

２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を委託先に取り扱わせる場合には、この

指定管理者個人情報取扱特記事項により乙が負う義務を、委託先に対しても遵守・履行させるととも

に、乙と委託先との間で締結する契約書等においてその旨を明記しなければならない。この場合にお

いて、乙は、甲の提供した個人情報並びに乙及び委託先が公の施設の管理に関する事務を処理するた

めに取得した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならな

い。 

３ 乙は、委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、委託先との契約の内容にかかわら

ず、甲に対して責任を負うものとする。 

４ 前３項の規定は、委託先が乙の子会社である場合も同様とする。 

（作業場所の指定等）  

第９ 乙は、公の施設の管理に関する事務の処理のうち個人情報を取り扱うものについては、当該公の

施設内において行うものとする。ただし、当該公の施設外で事務を処理することにつき、当該事務を

処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ甲に届

け出て、甲の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。 

２ 乙は、公の施設内において当該公の施設の管理に関する事務を処理するため個人情報を取り扱うと

きは、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。 

３ 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために取り扱う個人情報を、当該公の施設内又は第

１項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。 

（資料等の運搬） 

第１０ 乙は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁

的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確

保のために必要な指示を行わなければならない。 



 

（資料等の返還等） 

第１１ 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が取得し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すもの

とし、その他甲の承諾を得て行なった複写又は複製物を含む公の施設の管理に関する事務を処理する

ために用いた個人情報については、廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしな

ければならない。なお、公の施設の管理に関する事務を処理するために用いた個人情報を保存してい

た電子媒体等を廃棄等する場合は、復元できないよう措置を講ずるものとする。ただし、甲が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

（情報の授受等）  

第１２ 第１１に定める資料等の返還及び成果物の授受（以下「授受等」という。）は、第４の規定に

よりその役割を果たすべき者として甲に届け出られている者が行うものとする。 

２ 授受等が、基本協定書等で甲が指定することにより、甲と乙との直接のやり取りになっていない場

合は、乙は、その授受等の方法について、あらかじめ甲に承認を得なければならない。 

（事故発生時における報告）  

第１３ 乙は、この指定管理者個人情報取扱特記事項に違反する事態及び公の施設の管理に関する事務

に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速や

かに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。指定期間終了後においても同様とする。 

２ 前項の規定による報告があった場合において、甲は、乙の意図に関わらず、市民に対して適切な説

明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。 

（検査等の実施）  

第１４ 甲は、乙が公の施設の管理に関する事務を処理するに当たっての作業の管理体制及び実施体制

や個人情報の管理状況について、安全確保の措置の実施状況を確認するため、実地に検査するものと

する。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、乙からの書面の提出をもって替えることができ

る。 

（１）書面による確認で足りる場合 

（２）その他実地検査ができないことについてやむを得ない理由があるとき  

２ 乙は、甲から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。 

（資料等の提出） 

第１５ 甲は、市の保有個人情報と認められる情報が記載されている資料等について、必要に応じて提

出を求めることができるものとする。 

２ 乙は、甲から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。 

（指定の取消及び損害賠償） 

第１６ 甲は、次のいずれかに該当するときには、指定の取消及び損害賠償の請求をすることができる

ものとする。 

（１）公の施設の管理に関する事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙又は委託先の

責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき 

（２）前号に掲げる場合のほか、乙がこの指定管理者個人情報取扱特記事項に違反していると認めたと   

  き 



 

（補則）  

第１７ この指定管理者個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、甲が別に指定する。 

 


